
保険資格確認

健康寿命延伸に向けたデータヘルス改革

2020年度に向けて
データヘルス改革で

提供を目指す
8つのサービス

（※）

②
救急時医療
情報共有

③
ＰＨＲ
・健康

スコアリング

④
データヘルス

分析

⑦
がんゲノム

⑧
人工知能
（AI）

⑤
乳幼児期・
学童期の
健康情報

⑥
科学的介護
データ提供

①
保健医療
記録共有

診療情報

紹介状
検査
結果

B病院

情報提供書
(紹介状)の電子化

保険証等の
モバイル搭載

セカンドオピニオン

介護情報の共有

診療情報の時系列参照
（救急時含む）

救急時の情報提供
（医療的ケア児）

A病院

診療情報

紹介状
検査
結果

データ連結・IoT活用による
最適な診断や診療の選択肢拡大

患者情報を共有化できる環境
マイナンバーカード

患者
(国民)

受診時

健康・予防情報の提供による

健康増進、病気のリスク軽減

ゲノム解析・AI活用により

がんとの闘いに終止符

科学的介護データ等の提供により

キュアからケアへ
生活の質の向上

研究者・製薬会社

臨床医

がんの克服

創薬等

データ
集約・分析

がんゲノム解析

ＡＩの活用

認知症ケア自立支援

重症化予防要介護状態等の
維持・改善

健康・医療・介護
・リハ・栄養等データ

乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の

健康情報の一元管理

データ
集約・分析

有効なヘルスケア
サービスの提供へ

健診や
レセプトデータ
集約・分析

保険者
事業主

被保険者
（国民）

個別化医療

保護者 救急時

旅行先

患者
(国民)

政策への活用

（※）審査支払機関業務の効率化・高度化を併せて推進

医療機関

介護事業者

ケアマネジャー


